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日時：6 月 26 日（土）10:30 ～ 17:30
会場：青森・八戸大学キャンパス
参加費：2000 円（最大で 4 つの講座が受講できます）
＊現在 500 名の参加申し込みがあり、一部締め切られた講座有り

連絡先：八戸大学総合研究所　0178-73-3345　篠崎

第 4 回「介護の学校」

「CLA（クラ）」はラテン語で憂い、辛さ、気遣い、共感などと云った意味で、英語のキュアーやケアの語源です。

第 17 回全国在宅ケア研究交流集会・プレ企画

日時：6 月 19 日（日）13:30 ～ 17:00
会場：東洋大学　白山キャンパス 1311 教室（1 号館）
        （地下鉄三田線「白山」下車徒歩５分）
参加費：無料
連絡先：3870-5533　健和会　医療福祉調査室

「あらたな福祉国家の展望」
日時：7 月 10 日（日）13:00 ～
会場：明治大学 リバティホール
参加費：無料

第 31 回 認知症ワーキング
日時：7 月 17 日（日）14:00 ～
会場：東京ボランティアセンター
参加費：資料代　コピー 200 円位
内容：事例検討「それぞれの思いを巡って」
連絡先：ファックス 03-3787-3117 藤原

日時：7 月 15 日（金）18:30 ～
会場：十文字女子大学 9 号館 2 階
　　　(JR 武蔵野線「新座」下車 南口 徒歩 8 分 )
内容：2012 年の介護保険改訂について
参加費：無料
連絡先：090-9329-0436　新井

PC アドレス：ruka@ga2.so-net.ne.jp ＊このカットは八戸大学の篠崎良勝先生の呼びかけに応じて、漫画家で、「ヘルプマン！」の作者の「くさか里樹」さんから「介護職の支援の輪を
広げるために使って！」とのことで使用させて頂いています。

「足元から創りあげるお年寄りの最大福祉」
～大震災・大都市・ケアラーにとっての地域包括ケア～

テーマ「底辺の力を大きな力に変えるきっかけにしよう」

埼玉・新座地域ケア
ヘルパーのつどい
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思いは伝わる

↑ 2011 年 5 月 31 日付 東京新聞

↑ 2011 年 4 月 4 日付 うたごえ新

＊ CD は 2500 円です。ご希望の方は事務局までご一報下さい。

毎年じゅんじゅんコンサートで楽しませて頂いている、阿部じゅんさん(福島)とみながわじゅんさん(東京・

大田区 ) の、新聞での発信が届きましたので、ご紹介いたします。
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どうなって行くのか？
介護保険 10 年とこれから

「生活援助」「医療行為」「軽度者の切り離し」
　２012年度の介護保険改訂法案は現在、衆議院で 10時間の論議で通過し、9日より参議院の委員会で論議され
ています。震災を隠れ蓑に、様々な問題点を充分な論議もされていません。また、その内容もマスコミ報道されて
いません。
　法案は 24時間・365日切れ目ない介護といった耳障りのよい言葉で「地域包括ケア」を中心に論議が進んでい
ますが、現状との乖離はさらに大きくなってしまいます。
　今回は「東京の介護保険」（中間報告）森恵美さんの調査と国会議員に提出された「医療行為」に関する意見書
篠崎良勝さんの２つの資料を紹介します。

東京の介護保険サービスについて ( 調査中 )
　私は、デイサービスで生活相談員をしています。介護の世界に飛び込んで約 10年。まだまだ『ひよっこ』です。
　勉強会などに参加し、介護保険についてや、利用者の事例検討を共に考え学べる仲間と話をしているうちに、
ヘルパーさんのことや介護保険の詳しい内容などについて、私はあまり知っていないことに気付きました。そして、
東京の各区によっても違いがあるということも知りました。継続して調査を続ける予定です。

森 恵美
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社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正案
「介護職員の医行為の解禁」についての要望書

篠崎 良勝

（要望の趣旨）
　４月 29日現在、第 177回国会に「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が
提出されています。同時に「社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正案」が出され、介護福祉士による部分的な医
行為（喀痰吸引等）の解禁が目指されています。
　在宅の障害者、高齢者からの要望が強く、厚生労働省検討会でサービス提供事業者の同意もあると言われていま
すが、安易な医行為の解禁に対して危機感を抱いています。
　「社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正案」の審議にあたっては、充分な検討をしていただくため、以下の要
望させていただきます。

2011年４月 29日
篠崎　良勝

記

１　「喀痰吸引等」の医行為は本来、医療従事者（訪問看護事業所の訪問看護師等）が提供するものです。在宅の
要介護高齢者や障害者等にとって本当の安心・安全な “在宅推進” とは、「訪問看護事業所が増え、訪問看護事業所
と訪問介護事業所で利用者の情報を共有する機会を義務付け、介護職員は身体介護・生活支援の技術の質的向上に
努める」ことだと考えます。

２　医療従事者の拡充を図るのが合理的な対策ですが、担い手不足などの事情から、今回の改正案では、新たな研
修により、部分的な医行為（喀痰吸引等）を介護職員に担わせようとしています。

３　百歩譲って、介護職員の部分的な医行為により “在宅推進” に踏み出すことができたとしても、それは在宅の
要介護高齢者や障害者等に、医行為の危険性を周知しないことになります。また、ひとつ間違えば、介護職員自身
が加害者となる可能性もあります。

４　また、介護職員が部分的な医行為を提供するという状況は、要介護者等の「医療従事者から医行為を受ける」
権利を奪うことにもなります。

５　そして、介護職員が部分的にしろ「喀痰吸引等」を行うためには、「喀痰吸引等」を医行為から外して、生活
関連行為とし、介護職員のみに許される業務とすべきです（介護従事者の業務独占行為の創設）。

６　介護職員の部分的な医行為は安易に解禁するのではなく、下記のような条件のもとに検討してください。

「介護職の医行為の解禁」にあたっての要望事項

1　介護現場における医療従事者（特に看護師及び訪問看護師）が不足していることに端を発する「社会福祉士
及び介護福祉士法の一部改正案」により、介護職員が医療従事者（コ・メディカル）と位置づけられることに
なります。しかし、介護高齢者にとって、介護職員は身体介護及び生活援助という介護行為を提供する唯一の
生活支援専門職です。したがって、「喀痰吸引等」を将来的には、医行為ではなく生活行為とし、介護職員を生
活支援専門職と位置づけるために、「介護保険制度における介護職員の業務範囲の拡大及び見直しに関する検討
会」（仮称）を設置して検討することを解禁の条件としてください。

２　今回の「社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正案」は、介護現場における医療従事者（特に看護師及び
訪問看護師）が不足していることに主な原因があり、介護職員を医療従事者（コ・メディカル）に位置づける
により代替しようというものです。これまで看護師等が実施してきた「喀痰吸引等」を介護職員に認めるので
あれば、「同一労働同一賃金」を前提とする必要があります。介護職員の「喀痰吸引等」には、看護師等が医行
為を実施した際に給付されるのと同等の介護報酬、同等の労働環境を前提とすることを条件としてください。


